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療養の給付をする旨の事前通知


　　　　　年　　月　　日付をもって、国民健康保険法第54条の3第4項の規定により、特別療養費の支給に代えて療養の給付又は入院時食事療養費等の支給を開始することを、同条第5項及び国民健康保険法施行規則第27条の5の6の規定によりあらかじめお知らせします。


記

１．療養の給付又は入院時食事療養費等の支給を行う理由

　［　　］滞納していた国民健康保険料を完納したため。
　［　　］滞納していた国民健康保険料額が著しく減少したため。
　［　　］災害その他政令で定める「特別の事情」があると認定されたため。
　［　　］世帯に属するすべての被保険者が「原爆一般疾病医療費の支給等」の受給対象者となったため。
　［　　］納付相談により（納付誓約・納税課との納付約束）が確認できたため。
　［　　］上記に類する事由があると認められるため。
（類する事由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


２．資格確認書の交付
　
　□上記の理由により、　　　年　月　日までの資格確認書を交付いたします。


【連絡先】　　保健福祉部国保医療課　　　　　［電話0157-25-1130］
　　　　　　　総務部納税課                  ［電話0157-25-1116］




